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第
23
回
参
議
院
選
挙
は
、
7

月
21
日
投
開
票
さ
れ
、
自
民
党

圧
勝
の
中
、
神
本
み
え
子
は
憲

法
、
教
育
を
守
る
砦
と
し
て
の

票
を
集
め
、
３
選
を
果
た
し
ま

し
た
。
民
主
党
の
比
例
区
当
選

者
の
中
で
は
5
番
目
、
比
例
代

表
全
体
で
は
、
48
人
中
26
番
目

で
し
た
。

与
党
圧
勝
の
中
で
、
政
権
交

代
の
総
括
を
し
な
が
ら
、
安
倍

政
権
の
憲
法
改
悪
、
T
P
P
交

渉
、
基
地
返
還
（
オ
ス
プ
レ
イ

撤
去
）、
消
費
税
増
税
、
原
発
、

社
会
保
障
政
策
、
実
態
な
き
経

済
政
策
等
に
対
し
て
、
野
党
が

政
策
の
一
致
を
見
出
し
、
対
決

姿
勢
を
鮮
明
に
し
な
が
ら
、
私

た
ち
も
各
地
で
運
動
を
強
化
し

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

№ 3 4 6

2013.9

日

本

退

職

教

職

員

協

議

会
　
　
　

　
　
　
　

東
京
都
千
代
田
区
一
ツ
橋
２
―
６
―
２　

日
本
教
育
会
館
５
Ｆ

　
　
　
　
発
行
責
任
者
　
竹
　
田
　
邦
　
明

　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
３
（
５
２
７
５
）
２
１
９
７
・
Ｆ
Ａ
Ｘ 

０
３
（
５
２
７
５
）
２
０
８
１

E-mail  nittaikyo@
gm

ail.com
　

ホームページ
URL http://w

w
w

.nittaikyo.com

今
回
の
総
会
で
は
、
憲
法
96

条
の
「
改
正
」
を
阻
止
し
憲
法

を
守
る
、
社
会
福
祉
制
度
の
改

悪
を
阻
止
す
る
と
い
う
方
向
性

を
明
確
に
打
ち
出
し
ま
し
た
。

ま
た
、
阿
部
会
長
は
、
冒
頭
の

あ
い
さ
つ
の
中
で
、「
同
じ
ア
ベ
で
も
、
総

理
と
は
違
う
阿
部
だ
が
」
と
笑
わ
せ
て
か
ら
、

「
福
島
か
ら
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る

15
万
人
の
人
た
ち
に
、
加
害
者
責
任
と
し
て

保
障
す
べ
き
だ
」
と
強
く
訴
え
ま
し
た
。

参
議
院
選
挙
10
日
前
の
総
会
で
、
連
合
推

薦
候
補
の
決
起
集
会
的
な
状
況
も
あ
り
ま
し

た
が
、
総
会
宣
言
で
は
、
民
主
党
が
、
勤
労

国
民
に
依
拠
し
た
政
党
に
再
生
を
図
る
こ
と

を
期
待
す
る
と
と
も
に
、
退
連
は
民
主
党
を

は
じ
め
政
策
の
近
い
野
党
と
連
携
し
て
運
動

を
進
め
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
役
選

で
は
、
日
退
教
か
ら
竹
田
邦
明
・
寺
井
律
子

幹
事
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

阿部会長

すべての会員の活動に感謝!!
1
7
6
，2
4
8
票
の
勝
利

安
心
・
信
頼
の
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
！

2013年～14年度の部会員
部会名 名前 単会名

組織

平岡良久 都高退 部会長
三島　寛 千葉高退
上田典男 埼玉退
藤崎喜仁 都退
秋葉　庸 千葉退

広報

柴田迪春 都退 部会長
町田武俊 埼玉退
川口政利 都高退
中野渡強志 神奈川高退

福祉

越川薫一 千葉高退 部会長
後藤康彦 都高退
石川　博 埼玉退
遠藤宏一 都退
山際正道 神奈川高退

男女
共生

寺井律子 都高退 部会長
前田嘉代子 千葉高退
井本みち子 神奈川高退
川村まり子 埼玉退
柴田　悦 都退

退
職
者
連
合
第
17
回
定
期
総
会
　
　
7
月
11
日

����������������������������������������

神本みえ子、３選を果たす！

（
都
道
府
県
別
得
票
数
は
３
面
）
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人
権
が
抑
圧
さ
れ
る

日
本
国
憲
法
の
三
大
原
則
の

一
つ
に
、
基
本
的
人
権
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
基
本
的
人
権
を
濫

用
し
な
い
た
め
に
、「
公
共
の

福
祉
」
と
い
う
制
約
が
あ
り
ま

す
。
し
ば
し
ば
、
高
校
入
試
な

ど
で
こ
の
「
公
共
の
福
祉
」
に

つ
い
て
、
わ
か
り
や
す
く
説
明

し
な
さ
い
と
出
題
さ
れ
て
い
ま

す
。
と
こ
ろ
が
、
自
民
党
案
は
、

こ
の
「
公
共
の
福
祉
」
を
「
公

益
及
び
公
の
秩
序
」
と
置
き
換

ま
す
。
公
益
及
び
公
の
秩
序
を

害
す
る
と
い
う
曖
昧
な
表
現
で
、

表
現
行
為
を
大
き
く
規
制
し
、

活
動
を
委
縮
さ
せ
る
も
の
に

な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ

の
規
定
は
政
党
や
団
体
を
も
規

制
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、「
原
発
は
公
益
」

と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
原
発

再
稼
働
に
反
対
す
る
活
動
は
認

め
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
さ
ら

に
、
国
家
が
外
交
・
安
全
保
障

上
に
か
か
わ
る
問
題
が
生
じ
た

場
合
、
政
府
が
「
公
の
秩
序
」

の
維
持
を
理
由
に
、
集
会
や
結

社
、
言
論
な
ど
の
表
現
活
動
を

違
憲
と
み
な
し
、
規
制
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

立
憲
主
義
の
精
神
に
反
す
る

憲
法
改
正
に
つ
い
て
定
め
た

現
憲
法
96
条
に
対
し
て
、
自
民

党
草
案
は
１
０
０
条
で
「
・・・

両
議
院
の
そ
れ
ぞ
れ
の
総
議
員

の
過
半
数
の
賛
成
で
国
会
が
発

議
し
、・
・
・
」
と
改
正
条
件

の
ハ
ー
ド
ル
を
か
な
り
下
げ
た

内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

狙
い
が
他
の
条
文
の
改
正
条
件

を
低
く
し
、
９
条
や
国
民
の
権

利
を
保
障
し
た
諸
条
文
を
改
憲

す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
火
を

見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
す
。

　

憲
法
改
定
の
内
容
の
議
論
に

日本国憲法改悪は許さない！
参
院
選
挙
の
結
果
、
与
党
が
過
半
数
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、「
改

憲
」
へ
の
テ
ン
ポ
が
早
ま
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。
日
退
教
で
は
、

昨
年
四
月
発
表
さ
れ
た
自
民
党
の
「
改
憲
草
案
」
の
中
で
、
私
た

ち
の
暮
ら
し
に
関
わ
る
問
題
と
思
わ
れ
る
条
文
に
つ
い
て
、
考
え

て
み
ま
し
た
。
各
単
会
な
ど
の
論
議
に
い
く
ら
か
で
も
参
考
に
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

自民党草案

第13条　全て国民は、人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権
利については、公益及び公の秩序に反しな
い限り、立法その他の国政の上で、最大限
に尊重されなければならない。

第19条　思想及び良心の自由は、保障する。
2項　何人も、個人に関する情報を不当に取
得し、保有し、又は利用してはならない。

第21条1項は同じ
２項（新設）
前項の規定に関わらず、公益及び公の秩序
を害することを目的とした活動を行い、並
びにそれを目的とした結社をすることは、
認められない。

第24条
1項を新設　
家族は、社会の自然かつ基礎的な単位とし
て、尊重される。家族は、互いに助け合わ
なければならない。
現行の1項を2項にする。

第100条
この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議
員の発議により、両議院のそれぞれの総議
員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に
提案してその承認を得なければならない。
この承認には、法律の定めるところにより
御子なられる国民の投票において有効投票
の過半数の賛成を必要とする。２　憲法改
正について前項の承認を得たときは、天皇
は、直ちに憲法改正を公布する。

第102条　
1項を新設　すべて国民は、この憲法を尊重
しなければならない。
2項　第99条1項から天皇と摂政を削除する。

え
て
い
ま
す
。
基
本
的
人
権
を

政
府
が
定
め
る
政
策
や
ル
ー
ル

に
従
わ
せ
、
守
ら
せ
る
と
い
う

著
し
い
人
権
抑
圧
の
言
葉
で
す
。

政
府
が
「
公
の
秩
序
」
の
維
持

を
理
由
に
、
集
会
や
結
社
、
言

論
な
ど
の
表
現
活
動
を
違
憲
と

み
な
し
、
規
制
の
対
象
に
し
か

ね
な
い
草
案
内
容
で
す
。

表
現
の
自
由
を
大
幅
に
制
限

現
行
規
定
に
２
項
を
加
え
、

特
定
の
表
現
活
動
及
び
結
社
の

禁
止
義
務
を
国
民
に
課
し
て
い

「
憲
法
論
議
」を
す
す
め
る
た
め
に
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他
の
公
務
員
は
、
こ
の
憲
法
を

尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を
負

う
。」

と
し
て
い
ま
す
が
、
草
案
102
条

で
は
、

第
１
項
に

「
全
て
国
民
は
、
こ
の
憲
法
を

尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、

つ
ま
り
憲
法
の
「
尊
重
擁
護
義

務
」
を
、
真
っ
先
に
国
民
に
負

わ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
憲
法
の
根
本
的
な
意

義
を
全
面
的
に
否
定
す
る
も
の

で
す
。
憲
法
が
「
国
家
権
力
の

暴
走
」
の
制
限
を
規
定
す
る
も

「
憲
法
」
の
意
義
を
覆
す
「
草

案
」
の
論
理

―
〈
現
行
「
99
条
」
と
草
案

「
102
条
」〉
―

他
の
条
文
に
も
、
重
大
、
か

つ
危
険
な
部
分
が
あ
り
ま
す
が
、

最
大
の
問
題
の
一
つ
と
思
わ
れ

る
の
が
、〔
憲
法
の
尊
重
擁
護

義
務
〕
を
う
た
っ
た
現
行
の
第

99
条
、
草
案
で
は
第
102
条
に
あ

た
る
文
言
で
し
ょ
う
。

　

現
行
99
条
で
は
、

「
天
皇
又
は
摂
政
及
び
国
務
大

臣
、
国
会
議
員
、
裁
判
官
そ
の

　

そ
の
２　

自
民
党
案
は
、
現

憲
法
に
脈
打
つ
立
憲
主
義
の
精

神
に
反
す
る
点
。・
・
・

96
条
の
“
２
/
３
条
項
”
は
、

国
民
の
権
利
や
自
由
を
保
障
す

る
憲
法
が
、
権
力
の
横
暴
や

時
々
の
多
数
派
の
都
合
で
変
え

ら
れ
な
い
様
、
敢
え
て
定
め
ら

れ
た
も
の
で
、
ま
ず
こ
の
点
か

ら
改
定
し
よ
う
と
す
る
方
法
は
、

現
憲
法
の
精
神
や
99
条
「
・・・

公
務
員
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重

し
擁
護
す
る
義
務
を
負
う
」
に

も
反
し
ま
す
。

入
る
前
に
96
条
改
定
を
俎
に
載

せ
る
手
法
に
つ
い
て
は
、
次
の

２
点
を
批
判
し
ま
す
。

　

そ
の
１　

自
民
党
案
は
世
界

の
趨
勢
に
反
す
る
点
。・
・
・

発
議
条
件
を
見
る
と
、
米
国

で
は
上
下
両
院
の
三
分
の
二
の

賛
成
、
ド
イ
ツ
も
両
院
の
三
分

の
二
の
賛
成
が
必
要
。
自
民
党

の
『
日
本
国
憲
法
改
正
案
Ｑ
＆

Ａ
』
に
は
、
現
行
憲
法
が
「
世

界
的
に
見
て
も
、
改
正
し
に
く

い
憲
法
に
な
っ
て
い
ま
す
」
は

明
ら
か
に
事
実
と
大
き
く
異
な

り
ま
す
。

の
で
あ
る
こ
と
は
、
近
代
国
家

成
立
の
原
理
で
あ
り
、
国
際
的

に
も
常
道
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、「
草
案
」
事
態
、

現
代
社
会
で
は
存
在
し
て
は
な

ら
な
い
代
物
と
い
え
ま
す
。

　

ま
た
、「
99
条
」
に
あ
る
「
天

皇
又
は
摂
政
及
び
」
と
い
う
文

言
は
改
憲
案
で
は
削
除
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、「
天
皇
」

が
「
他
か
ら
超
越
し
た
」「
国

家
元
首
」
と
位
置
づ
け
よ
う
と

し
て
い
る
現
れ
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。

第23回参議院選挙比例区
神本みえ子得票数

北 海 道 13,963
青 森 261
岩 手 3,382
宮 城 173
秋 田 240
山 形 1,528
福 島 358
茨 城 2,912
栃 木 119
群 馬 994
埼 玉 998
千 葉 7,905
東 京 2,489
神 奈 川 11,195
新 潟 4,083
富 山 780
石 川 5,420
福 井 2,542
山 梨 7,073
長 野 255
岐 阜 374
静 岡 15,226
愛 知 12,653
三 重 16,053
滋 賀 2,078
京 都 578
大 阪 5,965
兵 庫 15,629
奈 良 1,435
和 歌 山 295
鳥 取 721
島 根 144
岡 山 4,724
広 島 3,520
山 口 345
徳 島 231
香 川 253
愛 媛 169
高 知 1,009
福 岡 10,797
佐 賀 822
長 崎 827
熊 本 1,917
大 分 9,056
宮 崎 551
鹿 児 島 4,072
沖 縄 134
合 計 176,248

日本国憲法

第13条　すべての国民は、個
人として尊重される。生命、
自由及び幸福追求に対する国
民の権利については、公共の
福祉に反しない限り、立法そ
の他の国政の上で、最大の尊
重を必要とする。

第19条　思想及び良心の自由
は、これを侵してはならない。

第21条　
集会、結社及び言論、出版そ
の他一切の表現の自由は、こ
れを保障する。

第24条
婚姻は、両性の合意のみに基
いて成立し、夫婦が同等の権
利を有することを基本とし
て、相互の協力により、維持
されなければならない。

第96条
この憲法の改正は、各議院の
総議員の三分の二以上の賛成
で、国会が、これを発議し、
国民に提示してその承認を経
なければならない。この承認
には、特別の国民投票又は国
会の定める選挙の際行われる
投票において、その過半数の
賛成を必要とする。２　憲法
改正について前項の承認を経
たときは、天皇は、国民の名
で、この憲法と一体をなすも
のとして、直ちにこれを公布
する。

第99条　
天皇又は摂政及び国務大臣、
国会議員、裁判官その他の公
務員は、この憲法を尊重し擁
護する義務を負う。
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祉
部
会
長
が
、
社
会
保

障
関
係
の
予
算
に
つ
い

て
、
消
費
税
で
ど
う
賄

う
の
か
、
自
治
体
に

よ
っ
て
は
ど
う
に
も
な

ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
高
退
連
合
と
の
定
期
協
議
に

は
、
地
公
退
の
意
見
を
反
映
さ
せ
て
も

ら
い
た
い
。

地
方
分
権
の
大
義
は
い
い
が
、
ナ

シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
で
は
国
が
責
任
を

負
う
べ
き
で
、
各
論
で
も
財
政
的
に
は

紐
付
き
で
は
な
く
、
一
般

財
源
に
す
べ
き
で
は
な

い
の
か
。

と
、
発
言
し
ま
し
た
。

今
回
の
総
会
か
ら
、
日
退

教
竹
田
邦
明
事
務
局
長

が
監
事
に
な
り
ま
し
た
。

　

◆ 

編
集
後
記 

◆

52
年
前
に
起
こ
っ
た
夕
張
毒
ぶ
ど
う

酒
事
件
を
題
材
と
す
る
映
画
「
約
束
」

を
観
た
。
獄
中
か
ら
、
半
世
紀
以
上
に

わ
た
り
無
実
を
訴
え
続
け
て
い
る
死
刑

囚
が
い
る
。
奥
西
勝
さ
ん
、
86
歳
。
1

審
は
無
罪
、
し
か
し
2
審
で
死
刑
判
決
。

1
9
7
2
年
、
最
高
裁
で
死
刑
が
確
定
。

戦
後
唯
一
、
無
罪
か
ら
の
逆
転
死
刑
判

決
で
、
判
決
後
、
繰
り
返
さ
れ
る
再
審

請
求
と
そ
の
棄
却
。
映
画
は
、
7
回
に

も
わ
た
る
再
審
請
求
の
経
過
を
も
詳
し

く
追
い
、
日
本
の
司
法
制
度
の
問
題
点

に
ま
で
迫
っ
て
い
る
。

第
7
次
再
審
請
求
が
認
め
ら
れ
、
名

古
屋
高
裁
は
再
審
開
始
の
決
定
。
し
か

し
、
検
察
側
は
異
議
申
し
立
て
を
し
、

名
古
屋
高
裁
は
再
審
決
定
を
棄
却
。
再

び
、
門
は
閉
ざ
さ
れ
た
。
日
本
の
官
僚

機
構
の
中
で
、
裁
判
所
こ
そ
改
革
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
お
り
し

も
、
広
島
高
裁
は
、
昨
年
12
月
に
行
わ

れ
た
衆
議
院
選
挙
「
無
効
」
の
判
決
。

司
法
界
改
革
の
先
駆
け
に
な
れ
ば
と
思

う
一
方
、
国
会
の
動
き
を
厳
し
く
監
視

し
て
い
き
た
い
。�

（
か
）

��������������������������������������������������

第
44
回
地
方
公
務
員
退
職
者
協
議
会

（
地
公
退
）定
期
総
会
　
7
月
26
日
開
催

西
澤
会
長
は
、「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は

実
体
が
な
く
一
時
的
で
成
功
し
な
い
、

沖
縄
の
現
状
を
こ
の
ま
ま
に
す
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
、
集
団
的
自
衛
権
の
解

釈
変
更
は
認
め
ら
れ
な
い
、
原
発
再
稼

働
は
言
語
道
断
」
と
自
民
党
圧
勝
の
中

で
、
厳
し
い
挨
拶
を
行
い
ま
し
た
。
ま

た
、
憲
法
改
悪
が
予
想
さ
れ
る
中
、
今

年
の
護
憲
大
会
は
沖
縄
で
開
催
さ
れ
る

た
め
、
基
地
撤

去
、
オ
ス
プ
レ

イ
撤
去
も
訴
え
、

数
名
の
代
表
派

遣
が
決
定
さ
れ

ま
し
た
。
討
論

で
は
、
越
川
福

越川福祉部会長

日退教、今後の日程
第3回役員会・ブロック代表者会議・40周年
実行委員会・役員推薦委員会
9月13日（金）14：00　日本教育会館５F

地公三単産・地公退高齢者集会
9月14日（土）13：30（受付12：30）～ 16：30
日本教育会館３Fホール
講演「日米地位協定入門」

日退教創立40周年記念交流懇親会
9月14日（土）17：00 ～ 19：00
日本教育会館　９F

9・15全国高齢者集会
9月15日（日）13：00 ～ 16：00
日比谷公会堂　　集会終了後デモあり

原発ゼロ　統一行動
10月13日（日）13：00　日比谷公会堂

第20回五者合同学習会
10月17日（木）11：00 ～ 16：00
ラポール日教済１F山中ホール
講演「社会保障」「憲法」

第4回役員会
10月17日（木）　（ラポール日教済）

第19回組織活動交流集会
10月18日（金）10：00　ラポール日教済

西安滞在型養生旅行
10月20日（日）～ 29日（火）中国・西安

日退教第4次沖縄交流団
11月24日（日）午後～ 25日（月）　夜

カンパ
① 大震災カンパ（被災した宮城・福島の朝鮮

学校の子どもたちへ）
②沖縄カンパ（基地撤去、現地闘争強化のために）
締切10月30日
送金は合算して内訳書をFaxでお送りください。

貧
富
の
格
差
是
正
、
応
能
負
担
の
税
制
改
革
を
！

国
民
生
活
を
犠
牲
に
す
る
経
済
金
融
政
策
・
T
P
P
反
対
！


